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に
お
け
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.
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稗
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保
に
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す
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意
見
書
に
つ
S
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こ
の
こ
と
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つ
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て
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の
と
お
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書
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出
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る
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地
杜
に
お
け
る
竺
E
･
ハ
ス
路
旋
穐
保
に
南
す
る
意
見
書

道
芸
は
､
昭
利
五
十
六
年
鑑
予
琴
絹
成
に
あ
た
-
､
地
方
･
ハ
ス
踏
破
連
行
紀
撞
知
的
と
し
て
､
九
五
億

七
千
九
首
十
七
万
円
を
妄
求
し
て
い
る
が
､
そ
の
中
で
,
聖
抱
生
清
路
碑
に
か
か
わ
る
補
助
金
を
､
向
う

三
年
間
を
帳
壁
に
打
切
ろ
う
と
し
て
い
る
0
･

ノ

こ
の
方
針
は
､
撃
%
,
地
方
綿
廃
止
と
同
轟
に
､
｢
必
賓
夜
純
綿
は
自
治
体
で
碓
映
せ
よ
｣
と
い
っ
た
考
え

方
に
立
っ
た
も
の
で
あ
-
､
今
日
多
-
の
自
治
体
で
実
施
し
て
い
る
代
替
櫛
送
が
軒
並
み
に
赤
字
蛭
常
で
苦

し
ん
で
S
る
実
態
か
ら
判
断
し
て
も
,
･
地
政
住
民
に
と
っ
て
衷
後
の
公
共
.
a
(
通
で
ち
る
､
バ
ス
結
線
廃
止
に

つ
票
る
鳶
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あ
-
､
-
反
対
す
る
と
同
時
に
,
地
域
住
民
の
足
を
確
保
す
る
た
め
､
荒
が
次
の
穏

健
を
と
る
こ
と
を
零
望
す
る
も
の
で
あ
る
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い
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す
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こ
と
.

以
上
､
地
方
自
治
法
窮
九
十
九
条
欝
二
項
の
規
定
に
ょ
り
､
､
意
見
書
を
連
出
す
る
｡

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

三

　

朝

　

町

　

議

　

会

　

　

　

　

　

.


